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宇都宮市上河内地域交流館指定管理業務仕様書 

 

１ 趣旨 

  本仕様書は，宇都宮市上河内地域交流館条例（以下「条例」という。）及び

同施行規則に定めるもののほか，指定管理者が行う業務（以下「指定管理業

務」という。）の内容及びその範囲等について定めることを目的とする。 

 

２ 対象施設の概要 

 ⑴ 施設の名称 

   宇都宮市上河内地域交流館（愛称 梵天の湯） 

 ⑵ 設置目的 

   市民相互のふれあいと健康の増進を図るとともに，地域資源を活用した

農林産物の加工体験等を通して，多様な農村交流を促進することにより，

地域の活性化に寄与すること。 

 ⑶ 所在地 

   宇都宮市今里町１８番地４ 

 ⑷ 開設時期 

   平成１４年７月 

 ⑸ 施設及び建築内容 

  ア 交流棟 木造平屋 ９６６㎡ 

   (ア) 地場産物試作室（厨房） 

   (イ) 地場産物試食室（レストラン） 

   (ウ) 研修室（ヒノキの間） 

   (エ) 交流・研修室（スギの間）休憩室 

   (オ) 研修の間 展示体験コーナー 

   (カ) ホール 

  イ 温浴棟 木造一部ＲＣ造 ７３０㎡ 

   (ア) 洗面所及び脱衣所 

   (イ) 大浴場 

   (ウ) サウナ 

   (エ) 露天風呂（男女各１） 

   (オ) 個室風呂（岩風呂，檜風呂） 

   (カ) 砂風呂 

  ウ 食の体験交流施設 

   (ア) 地場産物展示場（農産物直売所） 

   (イ) 体験交流施設（鬼怒の間） 

   (ウ) 休憩用個室（６畳和室２室） 
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   (エ) 体験室（１），（２） 

   (オ) めん加工室 

   (カ) 事務室 

  エ 駐車場及び駐輪場  駐車台数 ２５０台（障がい者用６台を含む） 

  オ 温泉スタンド 

 ⑹ 利用時間 

   施設の利用時間は，午前１０時から午後９時までとする。 

   ただし，指定管理者は，市長の承認を得て変更することができる。 

 ⑺ 休館日 

   休館日は，毎月第１木曜日及び第３木曜日（その日が国民の祝日に関す

る法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日に当たる場合は，その翌

日）及び毎年１月１日とする。 

   ただし，指定管理者は，市長の承認を得て変更，又は休館日以外に臨時

に休館することができる。 

   指定管理者は，休館日を変更，又は臨時に休館するときは，その旨を施

設入口及びその他公衆の見やすい場所に掲示するほか，必要な周知に努め

ること。 

 ⑻ 利用料金 

   指定管理者は，市が条例で規定する利用料金を上限として，市長の承認

を得て，利用料金を設定することができる。（市が規定する額は，別紙１の

とおりとする。） 

   利用者から収受する利用料金は，指定管理者の収入となる。その収入は，

施設の管理運営経費にあてるものとし，レストラン等のその他事業経費と

区分して会計処理すること。 

 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

 ⑴ 施設の運営に関する業務 

  ア 市民相互のふれあいと健康の増進に関する事業 

  イ 地域資源を活用した農林産物の加工体験に関する事業 

  ウ 地元農産物及びこれを活用した食に親しむ場の提供に関する事業 

  エ 都市住民との交流に関する事業 

  オ その他上河内地域交流館の設置目的を達成するため必要な事業 

 ⑵ 施設利用許可及び制限に関する業務 

 ⑶ 施設の維持管理に関する業務 

 ⑷ その他市長が必要と認める業務 



 4 

 （業務の分類） 

業 務 定 義 対  象 

管理運営業務 施設の管理運営に

係る業務 

・条例第４条に定める有料施設の運営 

・施設の維持管理に関する業務 

指定事業 管理運営業務に関

連して，指定管理

者に行わせる事業 

・レストラン事業 

・物販事業 

・直売所事業 

自主事業 指定管理者が自ら

の責任と負担で実

施する事業 

・施設の設置目的達成に有効な事業 

・自動販売機の設置等 

 

４ 管理運営業務 

 ⑴ 管理運営に係る基本理念 

   指定管理者制度は，指定管理者が施設の管理権限と責任を有し，施設の

管理を代行する制度である。このため，指定管理者は，自らの責任と判断

によって，施設の適正な管理を確保しつつ，住民サービスの向上を図って

いく必要があり，上河内地域交流館の指定管理者は，次の各項目に留意し

て管理運営を実施しなければならない。 

   また，市は施設の設置者として，必要に応じて指定管理者に対して指示

等を行うものとする。 

  ア 施設の目的，機能に基づいた管理運営を行うこと。 

  イ 公の施設であることを常に念頭に置いて，利用者への奉仕及び公平な

サービスの提供に努め，特定の団体等に有利あるいは不利になる運営を

しないこと。 

  ウ 事業計画書等に基づき，利用者が快適に施設を利用できるよう適正な

管理運営を行うとともに，効率的かつ効果的な管理運営を行い，適正な

収入の確保と経費の縮減に努めること。 

  エ 施設が最大限有効活用されるよう利用促進に努めるとともに，利用者

の意見を管理運営に反映させ，利用者の満足度を高めていくこと。 

  オ 利用者の安全に考慮し，事故防止に努めること。 

  カ 市と密接に連携を図りながら管理運営を行うとともに，市の施策等に

対し積極的に協力を求めること。 

 

 ⑵ 施設の利用許可及び制限に関する業務 

  ア 利用の許可 

   (ア) 温浴施設・交流施設の利用申請受付，許可及び利用料金の徴収に関

する業務 
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     大浴場，砂風呂，個室風呂，休憩用個室，タオル，バスタオルの貸

出の利用申請等については，券売機による利用券の購入で取り扱うも

のとする。 

    ・利用許可に際して徴する利用料金については，指定管理者の収入と

する。 

    ・指定管理者は，入湯税の特別徴収義務者となるため，入浴料と合わ

せて徴した入湯税を，毎月，市が定める納付期限までに納付するこ

と。 

    ・入浴券（優待券），また，ブルーチップなどの換金対象の利用券での

入浴についても現行の取扱いを引き継ぐこと。 

    ・券売機で購入された利用券は，職員が受領することで利用許可した

ものとみなし，不正利用のないよう管理するとともに，時間ごとの

利用者数を把握しておくこと。 

    ・１枚の利用券で１日有効となることから，複数回入浴する利用者へ

の対応を行うこと。 

    ・砂風呂，個室風呂，休憩用個室については，電話等による予約受付

を行うこと。 

   (イ) 農産加工体験施設の利用申請受付，許可及び利用料の徴収に関する

業務 

    ・申請書等は，指定管理者において作成すること。 

    ・利用許可に際して徴する利用料金については，指定管理者の収入と

する。 

   (ウ) 温泉スタンドの利用申請受付，許可及び利用料の徴収に関する事務 

    ・申請書等は，指定管理者において作成すること。 

    ・利用許可に際して徴する利用料金については，指定管理者の収入と

する。 

    ・温泉スタンドは，条例別表に記載のとおり，社会福祉の増進を図る

ことを目的として利用する場合にのみ利用許可すること。また，利

用時間は，温浴施設の運営を妨げることのないよう，利用許可者と

十分協議の上，運用すること。 

    ・温泉スタンドの利用が，温浴施設の運営を妨げるおそれがある場合

には，許可しないこと。 

   (エ) 土地及び建物の一部の利用申請受付，許可及び利用料の徴収に関す

る事務 

    ・申請書等は，指定管理者において作成すること。 

    ・利用許可に際して徴する利用料金については，指定管理者の収入と

する。 

    ・土地及び建物の利用許可の範囲は次のとおりとし，指定管理者は，
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運用基準を，あらかじめ定めておくこと。 

    ⅰ 利用目的 

     ・地域の活性化に寄与するもの（地域行事や地域資源を活用した加

工体験教室の開催，地元農産物のＰＲ・販売，伝統芸能のＰＲな

ど） 

     ・利用者サービスの向上に資するもの（ジャズコンサートや落語会

等の開催など） 

     ・市の施策に協力するもの（観光ＰＲやイベントＰＲなど） 

     ・公共の福祉を増進するもの（健康相談，献血，行政相談など） 

     ・その他施設の設置目的に沿った利用目的のもの 

    ⅱ 利用場所 

     ・施設内においては，温浴施設，レストラン，農産物直売所及び事

務室を除く，管理運営業務を妨げない場所での利用とする。 

     ・施設外においては，駐車場を除く，利用者の通行を妨げない場所

での利用とする。ただし，地域イベントの利用など市の承認を受

けた場合は，この限りでない。 

    ⅲ 利用期間及び利用時間 

     ・利用期間は，２週間程度の短期的な利用に限り，利用時間は，原

則開館時間内とする。 

    ⅳ その他 

     ・前ⅰ～ⅲにおいて，疑義が生じる場合は，事前に市と協議するこ

と。 

   (オ) その他施設の利用申請受付，許可及び利用料の徴収に関する事務 

    ・申請書等は，指定管理者において作成すること。 

    ・利用許可に際して徴する利用料金については，指定管理者の収入と

する。 

   (カ) 施設の利用案内に関する業務 

    ・利用案内を必要とする砂風呂等の温浴施設については，十分な利用

案内を行い，事故等の防止に努めること。 

    ・その他の施設内で行われる事業についても，円滑な執行ができるよ

う，適宜，必要な準備，指導，助言等を行うこと。 

  イ 利用の制限 

   ・指定管理者は，条例第６条第１項の各号に該当し，施設の適正な管理

が妨げられるおそれがあるときは，施設の利用禁止又は制限し，利用

を許可しない。 

   ・指定管理者は，条例第９条第１項の各号に該当すると認めるときは，

施設の利用を制限し，又はその許可を取り消すものとする。 

   ・指定管理者は，施設設備の故障や，屋外における天災地変等，管理上
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安全な利用ができないと判断する場合には，施設の利用を禁止し，又

は制限することができる。 

  ウ 利用料金の免除 

   ・条例第７条第４項に基づく免除手続は，指定管理者が行うものとする。 

   ・市長が定める特別な理由は，障がい者が利用する場合における公の施

設の使用料の免除に関する規則（平成１２年規則第２５号）によるも

ののほか，市が別途指示する。 

   ・障がい者が利用した場合の利用料金の負担については，別途協定書で

定める。 

 

 ⑶ 施設の維持管理に関する業務 

   上河内地域交流館の維持管理にあたっては，本仕様書に定める基準，及

び法定の機器等点検基準を遵守し，美観，安全，衛生において良好な状態

に保つこと。ただし，運営上良好な状態を保つことができないおそれがあ

る場合は，この仕様書の記載の有無にかかわらず，必要な処置を講じるこ

と。 

  ア 施設の保守管理業務 

    施設を適切に維持管理していくため，下記の保守管理及び清掃業務等

を行う。 

   (ア) 温泉設備等の保守管理に関する業務 

     詳細については，別紙２「保守管理業務標準仕様書」のとおりとし，

保守管理業務と合わせて実施する水質検査の実施後は，検査結果を市

へ報告すること。 

   (イ) ボイラー・ポンプ等の保守管理に関する業務 

     詳細については，別紙２「保守管理業務標準仕様書」のとおり。 

   (ウ) 空調設備の保守管理に関する業務 

     詳細については，別紙２「保守管理業務標準仕様書」のとおり。 

   (エ) ろ過・循環装置保守管理に関する業務 

     詳細については，別紙２「保守管理業務標準仕様書」のとおり。 

   (オ) 合併浄化槽保守管理に関する業務 

     詳細については，別紙２「保守管理業務標準仕様書」のとおり。 

   (カ) 自動扉設備の保守管理に関する業務 

     詳細については，別紙２「保守管理業務標準仕様書」のとおり。 

   (キ) 消防用設備の保守管理に関する業務 

     詳細については，別紙２「保守管理業務標準仕様書」のとおり。 

   (ク) 非常用発電装置の保守管理に関する業務 

     詳細については，別紙２「保守管理業務標準仕様書」のとおり。 

   (ケ) ＬＰガス機器の保守管理に関する業務 
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     詳細については，別紙２「保守管理業務標準仕様書」のとおり。 

     ただし，ガスの販売業者による定期点検がされる場合は不要。 

   (コ) 自家用電気工作物保安管理業務及び受電設備の清掃業務 

     下記，自家用電気工作物の保安管理業務を実施することとし，実施

後は，市へ報告すること。また，受電設備の清掃業務は，３年ごとの

実施となっており，令和７年度に実施すること。 

     自家用電気工作物の概要 

       設備容量     ５００キロボルトアンペア 

       受電電圧     ６，６００ボルト 

     非常用予備発電装置 

       発電機定格容量  ２１キロボルトアンペア 

       発電機定格電圧  ２１０ボルト 

       原動機の種類   ディーゼル 

       設備容量 ５００ＫＶＡ 

  イ 施設で保有している附帯設備 

   ・施設及び設備，備品等が破損，経年劣化による修繕が必要となった場

合で，施設運営上の不都合が生じ，利用者の利便性が低下したり，安

全性が危ぶまれるときには，早急に下記の経費負担区分に基づき，修

繕を行うものとする。 

   ・施設及び設備，備品等が破損，経年劣化による修繕が必要となった場

合で，安全又は管理運営上次年度以降の計画的な修繕で対応可能なも

のについては，原則として毎年１回，市が別途指示するときに必要な

修繕項目，修繕内容，金額，優先順位等を整理し，市に報告すること。 

  【経費の負担区分】 

   施設，備品等の維持管理に係る経費の負担区分は，以下のとおりとする。 

項 目 内 容 宇都宮市 指定管理者 

施設の改修，設備の更新  ○  

施設整備，備品等の修繕 １件３０万円以下  ○ 

１件３０万円超 ○  

設備機器の保守点検   ○ 

備品等の更新  ○  

   ※ 指定管理者が自主的に行う改善や備品の更新は，指定管理者の負担 

  ウ 樹木，芝生等植栽の維持管理 

   ・施設内の樹木，芝生等の植栽については，かん水，剪定，消毒，施肥

除草など植栽の適正な生育と枯枝の除去などの維持管理を行うこと。 

   ・玄関前ロータリーの花壇についても，季節ごとの植栽，植え替えを行

うなどして，美観を保つこと。 
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   ・薬剤を使用する場合には，作業員の安全対策とともに，施設利用者へ

の安全に十分配慮すること。 

  エ 清掃，警備，防災に関すること。 

   (ア) 清掃業務について 

    ・館内清掃については，開館前及び閉館後に毎日実施し，施設内の美

観,衛生保持に努めること。 

    ・浴室及び脱衣室についても，浴槽水は毎日完全に交換することとし，

開館前及び閉館後の清掃を実施すること。 

    ・月に２回以上，清掃専門業者による，浴室等の清掃業務を実施する

こと。詳細については，「浴室等清掃業務標準仕様書」のとおり。 

    ・トイレに設置する防臭器具についても，専門業者による消臭剤及び

消毒殺菌剤の取替え交換を行うこと。詳細については，「トイレ消臭

剤・消毒殺菌剤等取替業務標準仕様書」のとおり。 

   (イ) 廃棄物の収集運搬業務について 

    ・施設において発生する廃棄物は，事業者の責任において適正に運搬

するほか，市の認める専門事業者に委託して収集運搬すること。詳

細については，「13.一般廃棄物収集運搬業務標準仕様書」のとおり。 

   (ウ) 警備業務について 

    ・施設内の秩序を維持し，事故，火災等の災害及び破壊，盗難等の犯

罪の発生を警戒，防止し，利用者の安全を守るとともに，財産の保

全を守るため，適正な警備体制を確保すること。 

    ・閉館時における機械警備の詳細については，「14.警備業務標準仕様

書」のとおり。ただし，有人警備等，新たな警備体制が確保される

場合はこれによらず，市と協議の上，体制を整えること。 

   (エ) 防災体制について 

    ・消防法等関連法規を遵守し，消防計画の策定，防火責任者の設置,

消防訓練の実施など，必要な体制整備を行うこと。また，年２回の

消防設備の保守点検業務のほか，施設の総合点検も年１回実施する

こと。 

  オ 温浴施設の衛生管理に関すること。 

    公衆浴場法はもとより，公衆浴場における衛生管理要領，レジオネラ

症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針など，関連法規を

遵守し，適正な衛生管理に努めること。特筆すべき事項として指示する

事項は以下のとおり。 

   ・全ての浴槽は，閉館後に毎日脱水し，翌朝まで乾燥させておくこと。 

   ・個室風呂は，利用者が変わる毎に浴槽水を交換し，簡易清掃すること。 

   ・ひのき風呂，岩風呂などは，ヌメリ等が発生しやすく，レジオネラ菌

の温床になるおそれがあるため，毎日の清掃や業者清掃において,十分
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にヌメリを除去すること。 

   ・レジオネラ菌検査は，年２回実施し，市に結果を報告すること。 

   ・浴槽水における遊離残留塩素濃度は，２時間ごとに測定し，法令の基

準を保つよう，適宜，塩素投入量を調整すること。 

   ・サウナ室のサウナマットについては，作業工程表を掲示し，１時間半

～２時間おきに交換するほか，利用者からの要望に応じて交換するこ

と。 

   ・砂風呂利用者には，衛生確保のために，浴衣の貸出を行うこと。 

   ・砂風呂は，衛生保持と適正な温度管理のために毎日昇温し，週２回温

水洗浄を行うこと。 

   ・脱衣所については，衛生，清潔を保つため，利用時間内にも，随時巡

回,清掃を行うこと。また，ロッカーの上にも埃が溜まりやすいことか

ら，週１回以上，清掃を行うこと。 

 

５ 指定事業 

 ⑴ レストラン事業 

  ・施設内のレストラン事業については，指定管理者が行うものとする。 

  ・レストラン事業で得た収入は，指定管理者の収入とする。 

  ・地元農産物を積極的に活用して，地産地消に努めること。 

 ⑵ 物販事業 

  ・施設内の物販事業（売店等）については，指定管理者が行うものとする。 

  ・物販事業で得た収入は，指定管理者の収入とする。 

  ・物販事業実施にあたっては，地域資源を活用した加工品や利用者の利便

性を高めるために必要なものを販売，提供するなど，施設目的に配慮す

ること。 

 ⑶ 直売所事業 

  ・直売所の運営事業については，地域農業者により構成する，「梵天の湯直

売所利用組合」（以下「直売所利用組合」という。）に営業委託するもの

とする。 

 

６ 自主事業 

  指定管理者は，施設の管理運営に影響を及ぼさない範囲で，自主事業を実

施することができる。 

  自主事業の実施にあたっては，地域の特性や地域イベント等に配慮し，魅

力ある事業の実施に努めるとともに，以下のことに留意すること。 

 ⑴ 経費の負担 

  ・自主事業に係る経費は，指定管理者の負担とする。また自主事業を実施

するために必要な許可等の手続及び関係機関との協議は，指定管理者が



 11 

行うこと。 

 ⑵ 損害賠償 

  ・自主事業を実施するにあたり，第三者に損害が生じた場合，指定管理者

の責任において損害を賠償すること。 

 ⑶ その他の自主事業に関すること 

  ・自主事業の実施にあたっては，指定管理者の責任で行うものとする。 

  ・地域資源の活用や周辺施設と連携した自主事業を積極的に実施すること。 

  ・指定管理者は，施設内において，自動販売機などの設置を行うことがで

きる。 

  ・事業を実施する場合においては，事前に市と協議すること。 

  ・施設の一部を利用する場合には,宇都宮市行政財産目的外使用に該当す

るため，行政財産目的外使用料として，市が条例に定める使用料を指定

管理者が市に支払うものとする。 

 

７ その他の業務 

 ⑴ 緊急防犯，防災等の危機管理マニュアル等の作成及び実施体制の整備 

  ・緊急に事態に備え，利用者の安全を確保するための危機管理マニュアル

を作成するとともに，その実施体制を整備する。 

 ⑵ 個人情報保護等の措置 

  ・施設利用に際し収集した個人情報については，マニュアル等を整備し適

切に運用すること。 

 ⑶ 職員に対して運営管理に必要な研修の実施 

  ・指定管理者は，運営管理に必要な職員の研修を実施することとし，施設

の運営管理に必要な施設設備等の扱い方や，接遇マナーについて，特に

十分な研修を行うこと。 

⑷ キャッシュレス決済の導入に係る業務 

利用者の利便性の向上を図るため，キャッシュレス決済を利用できるよ

う導入すること。 

なお，導入にあたっては，施設所管課と指定管理者が協議し，決済代行

者等，必要な事項を決定すること。 

 ⑸ 日常業務における調整 

  ア 苦情処理 

   ・施設運営や，実施する事業に関して，施設利用者や周辺住民等からの

指摘や苦情については，適切に対応するとともに，処理内容について

市に報告すること。 

   ・施設の利用条件や利用者の安全に関すること，施設整備に関すること

など，指定管理者の判断によりがたい場合は，市との協議により解決

を図ること。 
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  イ 消耗品等の購入に関する業務 

   ・日常の施設の管理運営に必要な消耗品等の物品は，指定管理者が用意

する。 

   ・消耗品の購入に際しては，在庫管理を適正に行い，施設の運用に支障

のないようにすること。 

  ウ 燃料の購入等に関する事務 

   ・消耗品の購入に際しては，在庫管理を適正に行い，施設の運用に支障

のないようにすること。 

   ・燃料費等については，市場価格の影響を受けやすいものであるため，

購入業者の選定方法を工夫するなどし，可能な限りコスト削減に努め

ること。 

   ・重油の購入に際しては，重油タンクの残量管理を適正に行い，施設の

運用に支障のないようにすること。また，購入にあたっては，危険物

の取扱いに十分注意し，業者立会いのもと適切に納入させること。 

   ・重油の購入に際しては，重油タンクの残量管理を適正に行い，施設の

運用に支障のないようにすること。 

  エ 貸出リネン等に関する業務 

   ・タオルやバスタオル，浴衣などの貸出リネンについては，適正なクリ

ーニング業者から賃借するなどして，常に清潔な状態で貸し出せるよ

うにしておくこと。 

   ・サウナマットについても，１日の交換枚数に応じた在庫数を揃えてお

くこと。 

  オ 施設の広告,広報に関する業務 

   ・時節を捉えた効果的な広告を行い，効果的な集客に繋げること。 

   ・施設内で実施する事業は，随時，情報を提供するために広報手段を確

保すること。 

  カ その他運営に関する業務 

   ・利用者駐車場については，敷地が広範にわたっていることから，車上

あらしなどの被害が想定されるため，館内放送や適宜清掃を行うなど

しながら巡回し，事故防止に努めること。 

   ・施設の管理運営にあたっては，電気等の効率利用，廃棄物の発生抑制，

リサイクルの推進など，環境への配慮を行うものとし，その実施状況

については，事業報告書等により市に報告する。 

 ⑹ 経理規定等（宇都宮市会計規則に準ずるもの）に基づく経理事務 

   会計処理にあたっては，市の会計規則に準じ，適正に処理すること。 

 ⑺ 会計関係帳簿，利用状況報告書等の作成及び市への報告 

  ア 会計関係帳簿の調整 

   ・指定管理者として市の運営管理代行を行うものであり，公正かつ透明
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性のある適正な経理処理を行うこと。 

   ・帳簿の作成にあたっては，４月から翌年３月までの市の会計年度に合

わせて作成するものとし，支出項目ごとに明確となるよう記載するこ

と。 

   ・利用料金制度により，指定管理者のものとなる収入に関しては，日計，

月計管理するものとし，利用料金区分ごとに利用者数，利用料金を集

計しておくこと。 

  イ 利用状況報告書等の作成及び市への報告 

   ・指定管理者は，施設の利用状況や管理状況，その他市が指示する事項

について，毎月市へ報告すること。 

   ・事件，事故，苦情とその対応状況等については，随時市に報告し，対

応困難と思われるときには，市と協議しながらその対応にあたること。 

   ・その他市が指示する事項については，別途協議し，協定書に定める。 

 ⑻ 帳票の保存 

   指定管理者は，事業報告書及び管理に関する帳票等を常に整理し，各年

度終了後５年間保存しなければならない。また，市から求められたときは，

速やかに提出しなければならない。なお，市監査委員等による監査の対象

となる。 

 ⑼ 市への協力 

   指定管理者は，市が実施する新たな施策，規則改正，施設の現状変更な

ど，指定管理者に協力を要請した時は，迅速かつ誠実に対応しなければな

らない。 

 ⑽ 保険への加入 

   指定管理者は，自らのリスクに対して，適切な範囲で保険等に加入する

こと。なお，火災保険については市が加入するほか，指定管理者は，市が

加入している「全国市長会市民総合賠償補償保険」の被保険者になる。 

 ⑾ 守秘義務 

   指定管理者は，業務上知り得た秘密について，第三者に漏らしてはなら

ない。 

 ⑿ 公平な管理 

   公の施設であることを念頭に置いて，公平な管理を行い，特定の団体等

に有利あるいは，不利になる行為を行ってはならない。 

 ⒀ 協議 

   指定管理者は，この仕様書に規定するもののほか，指定管理者の業務内

容及び処理について疑義が生じた場合は，市と協議するものとする。 

 

８ 指定期間 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日までとする。 
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９ 管理運営体制 

 ⑴ 施設管理運営業務の職員の配置等 

  ・職員の配置人数については，管理運営業務を適正に行うための人数を指

定管理者が定めて，総合案内受付・温泉受付・砂風呂受付等に配置する

こと。ただし，イベント時や繁忙期等は，状況に合わせて配置人数を調

整し，適正に配置すること。  

  ・そのほか，地域交流館の管理運営に係る業務の適切な遂行並びに総合的

な把握及び調整を行う所長若しくはそれに準ずる職責者を１名配置する

こと。 

  ・その他の職員については，本仕様書に掲げる業務に支障のないよう配置

することとし，勤務体制についても，労働基準関連法規を遵守し，本仕

様書に掲げる業務に支障のないよう定め，指定管理業務開始前に整え，

市に報告すること。 

 ⑵ 施設の管理全般に関する事項 

  ・管理責任者及び防火責任者を配置し，その者の氏名を報告すること。 

  ・利者等の急な病気，けが等に対応できるよう，近隣の医療機関等と連携

し，緊急時には的確な対応を行うこと。 

  ・他の地方公共団体の職員等による視察，見学等については，原則として

指定管理者が対応すること。 

 

10 備品の帰属等 

 ⑴ 施設に付設して，指定管理者に貸与する物品は，「備品一覧別紙３」のと

おり。市が所有する備品等の使用及び保管は，十分注意すること。 

 ⑵ 指定管理者が，自ら購入・搬入し，保管を要する備品等については，指

定管理者の所有とする。 

 ⑶ 指定管理者が購入する消耗品に関しては，指定管理者の所有とする。 

 ⑷ 指定管理者は，市に帰属する物品で処分が必要な物品は事前に市と協議

すること。 

 

11 業務実施に係る確認事項 

 ⑴ 事業計画書 

   指定管理者は，市と調整を行った上，初年度については４月末日までに，

２年目以降については前年度の３月末までに，以下の事項について事業計

画を策定し，市に提出し，承認を得ることとする。 

  ア 業務の収支見込に関する事項 

  イ 業務の実施計画に関する事項 

  ウ 施設の利用見込に関する事項 
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  エ サービス向上のための取組に関する事項 

  オ その他市が指示する事項 

 ⑵ 業務報告書 

   指定管理者は，指定期間中，市が指定する期日までに，以下に掲げる事

項を記載した業務報告書を作成し，提出すること。 

  ア 業務の収支状況に関する事項 

  イ 業務の実施に関する事項 

  ウ 施設の利用状況に関する事項 

  エ 利用料金収入の明細に関する事項 

  オ その他市が指示する事項 

 ⑶ 事業報告書 

   指定管理者は，指定期間中，市が指定する期日までに上記⑵に掲げる事

項を記載した事業報告書を作成し，提出すること。 

 ⑷ 立入検査及び改善勧告 

   市は，業務報告書の確認及び業務実施状況の確認のため，随時指定管理

者に対し業務実施状況や管理経費の収支状況等について説明を求めること

ができるものとする。 

   また，市は指定管理者の業務実施が仕様書等を満たしていないと判断し

た場合，業務の改善勧告を行う。 


